
別紙１－２ 歯科診療報酬点数表 

【令和４年10月１日施行】 

（傍線部分は改正部分） 

改   正   後 改   正   前 

別表第二 別表第二 

歯科診療報酬点数表 歯科診療報酬点数表 

［目次］ ［目次］ 

第１章・第２章 （略） 第１章・第２章 （略） 

（削る） 第３章 経過措置 

第１章 基本診療料 第１章 基本診療料 

第１部 初・再診料 第１部 初・再診料 

通則 通則 

（略） （略） 

第１節 初診料 第１節 初診料 

区分 区分 

Ａ０００ 初診料 Ａ０００ 初診料 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１～11 （略） 注１～11 （略） 

12 削除 12 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす

歯科診療を実施している保険医療機関を受診し

た患者に対して、健康保険法第３条第13項に規

定する電子資格確認により、当該患者に係る診

療情報等を取得した上で初診を行った場合は、

電子的保健医療情報活用加算として、月１回に

限り７点を所定点数に加算する。ただし、当該

患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は

他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報

等の提供を受けた場合等にあっては、月１回に

限り３点を所定点数に加算する。 

13 初診に係る十分な情報を取得する体制として （新設） 



別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯

科診療を実施している保険医療機関を受診した

患者に対して初診を行った場合は、医療情報・

システム基盤整備体制充実加算１として、月１

回に限り４点を所定点数に加算する。ただし、

健康保険法第３条第13項に規定する電子資格確

認により当該患者に係る診療情報を取得等した

場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る

診療情報等の提供を受けた場合にあっては、医

療情報・システム基盤整備体制充実加算２とし

て、月１回に限り２点を所定点数に加算する。 

Ａ００１ （略） Ａ００１ （略） 

第２節 再診料 第２節 再診料 

区分 区分 

Ａ００２ 再診料 Ａ００２ 再診料 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１～６ （略） 注１～６ （略） 

７ 患者又はその看護に当たっている者から電話

等によって治療上の意見を求められて指示をし

た場合は、再診料を算定する。 

７ 患者又はその看護に当たっている者から電話

等によって治療上の意見を求められて指示をし

た場合は、再診料を算定する。ただし、この場

合において、注10に規定する加算は算定しない

。 

８・９ （略） ８・９ （略） 

（削る） 10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす

歯科診療を実施している保険医療機関を受診し

た患者に対して、健康保険法第３条第13項に規

定する電子資格確認により、当該患者に係る診

療情報等を取得した上で再診を行った場合は、

電子的保健医療情報活用加算として、月１回に

限り４点を所定点数に加算する。 

第２部 （略） 第２部 （略） 



第２章 特掲診療料 第２章 特掲診療料 

第１部 医学管理等 第１部 医学管理等 

区分 区分 

Ｂ０００からＢ０００－３まで～Ｂ００４－１－５ （略） Ｂ０００からＢ０００－３まで～Ｂ００４－１－５ （略） 

Ｂ００４－１－６ 外来リハビリテーション診療料 Ｂ００４－１－６ 外来リハビリテーション診療料 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１・２ （略） 注１・２ （略） 

３ 外来リハビリテーション診療料２を算定する

日から起算して14日以内の期間においては、当

該リハビリテーションの実施に係る区分番号Ａ

０００に掲げる初診料（注13に規定する加算を

除く。）、区分番号Ａ００２に掲げる再診料及び

外来リハビリテーション診療料１は、算定でき

ない。 

３ 外来リハビリテーション診療料２を算定する

日から起算して14日以内の期間においては、当

該リハビリテーションの実施に係る区分番号Ａ

０００に掲げる初診料、区分番号Ａ００２に掲

げる再診料及び外来リハビリテーション診療料

１は、算定できない。 

Ｂ００４－１－７ 外来放射線照射診療料 297点 Ｂ００４－１－７ 外来放射線照射診療料 297点 

注１・２ （略） 注１・２ （略） 

３ 外来放射線照射診療料を算定する日から起算

して７日以内の期間においては、当該放射線治

療の実施に係る区分番号Ａ０００（注13に規定

する加算を除く。）に掲げる初診料及び区分番

号Ａ００２に掲げる再診料は、算定できない。 

３ 外来放射線照射診療料を算定する日から起算

して７日以内の期間においては、当該放射線治

療の実施に係る区分番号Ａ０００に掲げる初診

料及び区分番号Ａ００２に掲げる再診料は、算

定できない。 

Ｂ００４－１－８ 外来腫瘍化学療法診療料 Ｂ００４－１－８ 外来腫瘍化学療法診療料 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患

者であって入院中の患者以外のものに対して、

外来化学療法（別に厚生労働大臣が定めるもの

に限る。）の実施その他の必要な治療管理を行

った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す

る。この場合において、区分番号Ａ０００に掲

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患

者であって入院中の患者以外のものに対して、

外来化学療法（別に厚生労働大臣が定めるもの

に限る。）の実施その他の必要な治療管理を行

った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す

る。この場合において、区分番号Ａ０００に掲



げる初診料（注５、注７、注８及び注13に規定

する加算を除く。）、区分番号Ａ００２に掲げる

再診料（注３、注５及び注６に規定する加算を

除く。）又は区分番号Ｂ００４－１－３に掲げ

るがん患者指導管理料の３は、別に算定できな

い。 

げる初診料（注５、注７及び注８に規定する加

算を除く。）、区分番号Ａ００２に掲げる再診料

（注３、注５及び注６に規定する加算を除く。

）又は区分番号Ｂ００４－１－３に掲げるがん

患者指導管理料の３は、別に算定できない。 

２～７ （略） ２～７ （略） 

Ｂ００４－２～Ｂ０１８ （略） Ｂ００４－２～Ｂ０１８ （略） 

第２部～第14部 （略） 第２部～第14部 （略） 

（削る） 第３章 経過措置 

 第１章の規定にかかわらず、区分番号Ａ０００の注12のただし

書の規定による加算は、令和６年３月31日までの間に限り、算定

できるものとする。 

 


